
アジア農業青年人材育成事業（継続）

１．趣旨

アジアの開発途上国の農村地域に暮らす人々は総じて貧しく、都市部に比べ、極め

て低い生活水準にある。この農村地域の生活水準を向上させ、農業・農村の近代化を

促進させるためには、将来を担うアジアの農村地域の農業青年に対し、我が国の先進

的な農業技術・農業経営を習得させ、近代的な経営能力を身につけさせるだけでなく、

自らが中心となって青年農業者の組織づくりを行い、地域を巻き込んでの農業を中心

とした活性化を図りうる能力のある人材の育成が緊急の課題となっている。

このため、アジアの農村地域の農業青年を我が国の農家に受け入れ、実践的な農業

研修を受けさせるとともに、地域の農業者組織、農業青年組織等との日々の交流を通

じて組織活動等の習得を図る。

また、研修の効果を評価し、研修成果を着実に現地に定着させるため、専門家等の

派遣による帰国研修生のフォローアップを行うことにより、アジア地域の農業・農村

の近代化を担う幅広い人材育成を支援する。

２．事業の内容

（１）農業青年人材育成事業

①対 象 国 タイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン

②対 象 者 農村地域においてリーダーとして活躍している農業青年男女

③受入期間 おおむね１年間

④研修内容 先進農家での農業技術・農業経営、農業者の組織活動等に関する

実務研修、日本語研修、農業機械実習等の事前研修等

（２）研修生フォローアップ事業

農業技術、農業経営、農業者の組織活動等の知識を有する専門家等を派遣し、

帰国研修生の営農状況等の調査、帰国研修生への助言・指導を実施する。

（社）国際農業者交流協会３．事業実施主体

平成１５年度～平成１９年度４．事業実施期間

定額５．補助率

５９，９５１（６１，２２２）千円６．平成１８年度概算決定額

【経営局 普及・女性課】


